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�愛媛県告示第８３１号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市滑川字今井谷甲９３２（次の図に示す部分に限る。）、戊

１９９、字今井谷上戊１７０の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字今井谷甲９３２・戊１９９・字今井谷上戊１７０の１（以上３筆

について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

�愛媛県告示第８２９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広
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名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

うさぎ薬局 今治市末広町３丁目３－４ 有限会社城西調剤薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２６年
７月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

久万高原町 上浮穴郡久万高原町久万２１２
番地

久万高原町立訪問看護ステー
ションあけぼの

上浮穴郡久万高原町久万７１番
地１ 精神通院医療 平成２６年

７月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２５８７号 平成２６年７月１１日

平成２６年７月１１日金曜日 第２５８７号

愛 媛 県 報

５８５



在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第８３２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の１０２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８３３号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２６年５月愛媛県

告示第５８５号、第５８７号及び第５８８号）に係る通知の相手方又はその

所在が不分明であるので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条

の規定により、その通知の内容を大洲市役所及び内子町役場の掲示

場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町上川１９７７、
２６５９

上浮穴郡小田町大字上川無家

鶴 崎 五 郎
森林所有者

喜多郡内子町立石２８０８
松山市泉町１１５の５

大 野 正 男
〃

喜多郡内子町立石２８１２ 山 岡 福太郎 〃

喜多郡内子町立石４２８３、
４３２１、４３３５

上浮穴郡小田町大字立石９２６

上 木 幸 衞
〃

大洲市肱川町予子林２５６
の１、２５６の２

喜多郡肱川町大字山鳥坂甲１１
６８
水 口 健 一

〃

大洲市肱川町予子林２９５
の１から２９５の３まで

東宇和郡宇和町大字鬼窪１番
耕地８
二 宮 イセノ

〃

大洲市肱川町予子林２９５
の１、２９５の３

東宇和郡貝吹村大字西２号１１
０
二 宮 シメヲ

〃

大洲市肱川町予子林２９５
の２

東宇和郡野村町大字西２号１１
０
二 宮 シメヲ

〃

大洲市河辺町川上１５０１、
１５２７

喜多郡河辺村大字川上１４９２

河 野 末 子
〃

大洲市河辺町川崎１０３９
喜多郡河辺村大字宮谷甲４０２

心 鏡 寺
〃

喜多郡内子町上川１０１９、
１０２０、１０２４

大阪府枚方市杉山手一丁目２１
の１２
近 藤 圭 介

〃

喜多郡内子町上川１０２１、
１０２２

大阪府枚方市杉山手一丁目２１
の１２
近 藤 均

〃

喜多郡内子町上川１６４３
上浮穴郡小田町大字上川１５００

吉 本 章 一
〃

喜多郡内子町上川１９６５
松山市森松町４９１

有限会社山一林業
〃

喜多郡内子町上川２０２３、
２０２４

松山市岩崎町一丁目７の１４

竹 内 優 司
〃

喜多郡内子町上川２０５５
上浮穴郡美川村大字有枝１２２

菅 義 雄
〃

喜多郡内子町上川２０５６か
ら２０５８まで、２２６３から２２
６８まで、２２７２、２３２３、２３
２４、２３２６、２３２７

松山市正円寺一丁目２の２９

京 河 雄 喜
〃

喜多郡内子町上川２２５５、
２２５８、２２５９

上浮穴郡小田町大字本川乙６１
５
河 野 アヤ子

〃

喜多郡内子町吉野川１７６
の６

上浮穴郡小田町大字吉野川乙
１３５
山 本 仙 吉

〃

喜多郡内子町吉野川１７７
の２、１８５の２

上浮穴郡小田町大字吉野川乙
４６
高 橋 キクヱ

〃

喜多郡内子町吉野川１７８
の２

上浮穴郡小田町大字吉野川２１

古 田 八重美
〃

喜多郡内子町吉野川１８７
の２

上浮穴郡小田町大字吉野川乙
４６の４
高 橋 キクヱ

〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに大

洲市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８３４号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２６年５月愛媛県

告示第５８９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を大洲市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

大洲市肱川町宇和川３７０６
香川県高松市屋島西町８８９の
１
寺 尾 宣 孝

森林所有者

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

愛 媛 県 報平成２６年７月１１日 第２５８７号

５８６
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変更しない

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第８３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市庄内土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年７月１１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第８３６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２５）第１５４６７号 平成２５年
１２月８日 カトー住建 加藤 隆 伊予市上野２４４３－３ 平成２６年

６月２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１６８８１号 平成２３年
７月１１日 �山村 村上 豪 松山市朝生田町１－１１－

３３
平成２６年
６月３日

建築工事業
大工工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２５）第１５３７３号 平成２５年
７月３１日 松本板金工業所 松本 勉 松山市内宮町６８２－８ 平成２６年

６月１２日
屋根工事業
板金工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２３）第１６９０５号 平成２３年
８月１０日 浜本鉄筋 浜本 浩二 松山市古三津１－２６－４１ 平成２６年

６月１７日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１７００９号 平成２４年
５月２３日 真聖建設 吉野 聖 松山市馬木町１００２－６ 平成２６年

６月２６日
土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２５）第１４０８１号 平成２５年
８月１９日 黒河ガス圧接工業 黒河 敬三 東温市志津川６９５－５ 平成２６年

６月２７日 鉄筋工事業 建設業の廃止
（法人成り）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町深浦字ウラノオク３番耕地１００番地先から

同町深浦字ジョノシタ２番耕地４７７番１地先まで

平成２６年７月１２日

１７：００

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市柴甲６４番１地先から

同市柴甲６７番まで

旧 ９．０～１６．０
及び

４．０～１０．０

０．０８８
及び
０．０８８

新 ９．０～１６．０ ０．０８８

愛 媛 県 報平成２６年７月１１日 第２５８７号
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公 告

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
大洲市菅田町宇津字板野乙７５番１から

同町宇津字淵ノ瀬甲３８２番７まで
平成２６年７月１１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町俵津１番耕地２４５番１地先から

同町俵津１番耕地５７１番地先まで

平成２６年７月１２日

１７：００

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年６月２３日 ＮＰＯ法人 アジアキッズケア 喜 安 美 紀 伊予郡松前町大字北川原１０５４番地
３

この法人は、アジアやアフリカなどの恵まれな
い子どもたちの求めるニーズに応え、「子ども
のいのちを守る」ための支援活動を行うことを
目的とする。

平成２６年７月１１日 発行

愛 媛 県 報平成２６年７月１１日 第２５８７号

５８８


